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令和元年１１月２９日（金）午前１０時３０分  

前橋市元総社町３３５番地の８  

群馬県市町村会館  ８階  特別会議室  

理事数１６名中  出席理事１６名  内書面参加者１０名  

只今から群馬県国民健康保険団体連合会理事会を開会いたします。  

なお、本日の議事録につきましては後日、本会ホームページに掲載し、

公表いたしますので、御承知置きください。  

開会に当たりまして、熊川理事長に御挨拶をお願いいたします。  

開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  

本日ここに、理事会を開催いたしましたところ、皆様方には、お忙しい

ところ御出席をいただき、誠にありがとうございます。特に各町村の理

事の皆様、また、代理ということで各市の皆様には御多忙のところ御出

席いただき、誠にありがとうございます。書面決議ということで書面提

出がありますが、少なくとも担当部長や担当課長が出てくるよう、事務

局には案内をお願いします。  

さて、国においては、先の健康保険法等の改正により、高齢者の保健事

業と介護予防の一体的な実施が可能となり、市町村が取り組むべき保健

事業として、国保データベースシステムを活用したデータ分析が、今後、

益々重要となってきております。また、診療報酬の審査支払に使用して

いる国保総合システムにつきましては、２０２４年度に機器更改を迎え

ることから、現在、支払基金と共同でのシステム開発が検討されている

ところですが、先行きは不透明となっております。本会といたしまして

は、今後とも、適切な審査支払業務の遂行はもちろんのこと、保険者が

取り組むべき保健事業におきましても、積極的に支援・推進し、医療費

の適正化に貢献してまいる所存ですので、より一層の御理解・御支援を

賜りますようお願い申し上げます。  

また、過日、全国大会が開催されました。国民健康保険の諸事業を進め

るには国からの３，４００億円にのぼる費用が必要でございます。今後

におきましても皆様と協力して国のほうにお願いすべきことはお願い

し、県選出の国会議員にもしっかりお願いして参りたいと思いますので、

関係者の皆様の御理解と御協力をお願いします。  

なお、本日の議題は、報告事項１件、議決事項８件でございます。理事

の皆様方には、充分な御審議を賜りますようお願い申し上げまして、簡

単ではございますが、開会の挨拶とさせていただきます。よろしくお願

いいたします。  

本会規約第３１条第１項により熊川理事長に議長をお願いいたします。  

これより議事に入りますが、その前に議事録署名人を２名選任いたした

いのですが、議長に一任いただけますでしょうか。  

（異  議  な  し）  

それでは、指名をさせていただきます。  

神 流 町 長  田 村 利 男 様 

板 倉 町 長  栗 原   実 様 

御両名にお願いいたします。  

それでは、議事に入ります。始めに報告第４号について、事務局から説

明させます。  

  報告第４号  理事長専決処分について  

   １  令和元年度群馬県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係

業務特別会計〔業務勘定〕補正予算（第２号）について  

２  令和元年度群馬県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払

特別会計〔公費負担医療に関する診療報酬支払勘定〕補正予
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算（第１号）について  

報告第４号について説明する。  

事務局の説明が終わりましたが、何か御質問、御意見等ございますか。  

（異  議  な  し）  

特になければ、この件に関しては、御承認をいただいたということにさ

せていただきます。  

続きまして議案第２３号から議案第２８号までを一括して事務局から説

明させます。  

 議案第 23号  令和元年度群馬県国民健康保険団体連合会診療報酬審  

査支払特別会計〔業務勘定〕補正予算（第３号）につ

いて  

議案第 24号  令和元年度群馬県国民健康保険団体連合会後期高齢者

医療事業関係業務特別会計〔業務勘定〕補正予算（第

２号）について  

議案第 25号  令和元年度群馬県国民健康保険団体連合会特定健康審

査・特定保健指導等事業特別会計〔業務勘定〕補正予

算（第２号）について  

議案第 26号   令和元年度群馬県国民健康保険団体連合会介護保険事

業関係業務特別会計〔業務勘定〕補正予算（第３号）

について  

議案第 27号  令和元年度群馬県国民健康保険団体連合会障害者総合

支援法関係業務等特別会計〔業務勘定〕補正予算（第

２号）について  

議案第 28号  令和元年度群馬県国民健康保険団体連合会福祉医療費

審査支払特別会計〔業務勘定〕補正予算（第２号）に

ついて  

議案第２３号から議案第２８号までについて説明する。  

事務局の説明が終わりましたが、何か御質問、御意見等ございますか。  

（異  議  な  し）  

特に御異議がないようですので、採決に入ります。  

議案第２３号から議案第２８号までについて、原案どおり決定すること

に賛成の方は挙手をお願いいたします。  

（挙  手  全  員）  

挙手全員と認め原案どおり決定いたします。  

続きまして、議案第２９号及び議案第３０号について事務局から説明さ

せます。  

議案第 29号  群馬県国民健康保険団体連合会短期間勤務職員に関す

る規程の一部を改正する規程について  

議案第 30号  群馬県国民健康保険団体連合会規程等の一斉点検に伴

う規程等の整理について  

議案第２９号及び議案第３０号について説明する。  

事務局の説明が終わりましたが、何か御質問、御意見等ございますか。  

（異  議  な  し）  

特に御異議がないようですので、採決に入ります。  

議案第２９号及び議案第３０号について、原案どおり決定することに賛

成の方は挙手をお願いいたします。  

（挙  手  全  員）  

挙手全員と認め原案どおり決定いたします。  

以上で、予定されておりました議案は全て終了いたしました。  

その他として、何かございますか。  

「令和２年度予算概要（作業中）」についてを説明する。  

事務局から説明がありましたが、何か御質問、御意見等ございますか。  

説明資料１ページ「（２）要求に当たっての留意事項」の「イ」及び「ウ」
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についてですが、歳入については資料のとおり進めてもらいたいと思い

ます。歳出については（ア）から（オ）まで、常々心がけていただきた

いと思います。この中で、過大見積りや必要のない出張は過去にあった

のでしょうか。また、予算執行率が低い事業の見直しは具体的にどのく

らいの減額があるのでしょうか。  

事業の見直しについては、例年と同じような金額で事業を実施するので

はなく、現在の事業の金額が正しいか見直すものです。そういった点で

は、ここ数年、委託料は減額となっています。新しい事業もございます

ので、既存事業で見直せるものがあれば積極的に見直しを進めさせてい

ただきます。過大な見積りについては過去には無かったと考えておりま

す。出張については東京への出張はテレビ会議に移行しており、相当な

額の旅費が減額になっております。人員の見直しについては来年度から

中期運営計画の中に人員計画を盛り込んでおり、その中で定数管理をし

ていく予定であります。  

事業の見直しについては、自治体におきましても厳しく職員に求めてお

り、特に歳出に関することは重要であります。説明資料の内容は姿勢と

して重要であります。  

その他何か御意見、御質問等ございますか。  

（異  議  な  し）  

その他何かございますでしょうか。  

事務局から令和元年度人事委員会勧告に伴う給与改定について、説明さ

せていただきます。   

令和元年度人事委員会勧告に伴う給与改定の対応について、群馬県が 

１２月に条例を改正した場合、本会といたしましては理事会を開催する

ための時間の確保が難しいことから、従来どおり理事長専決処分により

対応し、２月の理事会、総会で報告させていただくことで御了承いただ

きたいと考えております。  

何か御意見等ございますか。  

（異  議  な  し）  

人事委員会勧告については、今説明があったように理事長専決処分で対

応させていただきます。  

他に何かございますか。  

（特  に  な  し）  

他になければ、これをもちまして、終了することといたします。  

どうもありがとうございました。  

それでは、閉会に当たりまして、熊川理事長に挨拶をお願いします。  

閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  

ただ今は、全議案を原案どおり御承認をいただき、誠にありがとうござ

いました。  

予算の編成については御意見がありましたが、真摯に受け止め、事務局

の方でしっかり対応させていただきます。本会は今後とも保険者の共同

体としての責務を十分認識し、適切な事業運営を遂行してまいります。  

最後になりますが、皆様方の今後益々の御健勝・御活躍を祈念いたしま

して、簡単ではございますが閉会の御挨拶に代えさせていただきます。  

本日はありがとうございました。  

以上をもちまして、群馬県国民健康保険団体連合会理事会を閉会いたし

ます。  

午前１１時１５分  

 
 
 
 
 



                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





R1.11.29

役　名 氏　　名 役　　職　　名 書面参加 備　　考

理事長 熊　川　　　栄 吾 妻 ・ 嬬 恋 村 長

副理事長 中　澤　恒　喜 吾妻・東吾妻町長 ○

〃 清　水　聖　義 太 田 市 長 ○

常務理事 山　本　　　龍 前 橋 市 長 ○

〃 椛　澤　康　幸 （ 学 識 経 験 ）

理　事 富　岡　賢　治 高 崎 市 長 ○

〃 五十嵐　清　隆 伊 勢 崎 市 長 ○

〃 横　山　公　一 沼 田 市 長 ○

〃 須　藤　和　臣 館 林 市 長 ○
渡辺　義和
（保険年金課長）

〃 茂　木　英　子 安 中 市 長 ○
中嶋　清美
（国保年金課長）

〃 田　村　利　男 多 野 ・ 神 流 町 長

〃 堤　　　盛　吉 利 根 ・ 昭 和 村 長

〃 角　田　紘　二 佐 波 ・ 玉 村 町 長 ○

〃 栗　原　　　実 邑 楽 ・ 板 倉 町 長

〃 須　藤　英　仁 群 馬 県 医 師 会 長 ○

〃 村　山　利　之 群馬県歯科医師会長

理　事　会　出　席　者　名　簿
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